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紹
介
と
批
評

城
戸
　
正
彦
著

『
空
域
主
権
の
研
究
』

　
距
離
の
時
間
的
空
間
的
縮
小
と
い
う
航
空
機
特
有
の
性
質
を
十
分
に
利
用
し

て
行
わ
れ
る
国
際
航
空
に
お
い
て
は
、
近
年
の
航
空
技
術
の
飛
躍
的
な
発
達
に

伴
う
航
空
機
利
用
の
一
般
化
・
大
衆
化
が
進
む
に
つ
れ
、
国
家
の
政
治
的
、
経

済
的
、
社
会
的
相
互
浸
透
力
が
益
々
強
ま
り
つ
』
あ
る
。
自
国
領
域
上
空
に
対

す
る
国
家
の
領
空
主
権
が
確
立
し
て
久
し
い
今
日
、
未
だ
国
威
発
揚
の
側
面
の

少
な
く
な
い
商
業
航
空
運
送
に
お
け
る
権
益
の
確
保
を
め
ぐ
り
、
二
国
間
及
び

多
数
国
間
レ
ベ
ル
で
間
断
な
く
交
渉
、
協
議
並
び
に
政
策
調
整
の
努
力
が
払
わ

れ
て
い
る
の
も
こ
の
様
な
現
代
の
国
家
間
の
緊
密
な
関
係
を
背
景
に
し
て
い

る
。
米
国
は
一
九
七
八
年
に
運
賃
決
定
の
自
由
、
輸
送
力
及
び
チ
ャ
ー
タ
ー
規

則
の
自
由
化
、
複
数
企
業
指
定
を
交
渉
目
標
と
す
る
新
し
い
航
空
政
策
を
発
表

し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
内
容
の
航
空
協
定
を
若
干
の
諸
国
と
締
結
す
る
と
同
時
に
一

九
八
○
年
二
月
に
国
際
航
空
運
送
競
争
法
を
成
立
さ
せ
る
な
ど
、
最
近
の
各
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
（
一
二
九
八
）

の
航
空
政
策
に
新
た
な
波
紋
を
投
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
照
応
し
て
、
こ
れ
ま
で

民
間
航
空
の
安
全
性
を
中
心
に
技
術
的
分
野
を
主
と
し
て
扱
つ
て
き
た
国
際
民

間
航
空
機
関
（
I
C
A
O
）
が
一
九
七
七
年
四
月
に
第
一
回
特
別
航
空
運
送
会

議
（
S
A
T
C
）
、
一
九
八
○
年
二
月
に
第
二
回
航
空
運
送
会
議
（
A
T
C
／
虹
）

を
開
催
し
て
、
発
足
以
来
初
め
て
航
空
運
送
の
経
済
的
側
面
（
運
賃
．
輸
送
力
、

定
期
・
不
定
期
の
区
別
）
の
検
討
に
着
手
し
た
。

　
他
方
、
領
空
と
宇
宙
空
間
の
境
界
画
定
（
8
臼
胃
。
註
8
）
を
め
ぐ
る
「
機
能

的
方
法
」
と
「
空
間
的
方
法
」
の
理
論
的
対
立
は
依
然
と
し
て
根
深
く
、
直
接

放
送
衛
星
等
各
種
の
実
務
的
利
用
を
契
機
に
再
燃
化
の
気
配
す
ら
窺
わ
せ
て
い

る
。
国
際
法
協
会
一
九
七
八
年
マ
ニ
ラ
大
会
及
び
一
九
八
O
年
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド

大
会
の
宇
宙
法
委
員
会
が
、
国
際
的
学
者
グ
ル
ー
プ
の
立
場
か
ら
で
は
あ
る

が
、
　
「
空
間
的
方
法
」
を
支
持
し
、
ま
た
宇
宙
空
間
の
平
和
利
用
の
推
進
と
利

用
・
開
発
へ
の
公
平
な
参
加
を
主
要
な
テ
ー
マ
に
第
二
回
国
連
宇
宙
平
和
利
用

会
議
（
第
一
回
会
議
は
一
九
六
八
年
）
を
今
年
八
月
九
日
か
ら
二
一
日
ま
で
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ソ
で
開
催
す
る
予
定
が
報
道
さ
れ
る
な
ど
、
学
会
及
び
諸
国

の
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
新
し
い
法
現
象
を
摂
取
し

て
、
空
法
・
航
空
法
更
に
宇
宙
法
に
新
し
い
法
概
念
や
理
論
的
枠
組
を
創
出
す

る
学
問
的
作
業
を
進
行
さ
せ
る
上
か
ら
も
、
翻
つ
て
「
空
の
自
由
」
を
歴
史
的

脈
絡
に
据
え
て
そ
の
意
義
を
改
め
て
把
握
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
度
一
書
と
し
て
の
構
成
を
整
え
て
本
書
が
出
版
さ
れ

た
こ
と
を
慶
賀
し
た
い
。
本
書
は
、
宇
宙
法
の
諸
間
題
を
永
年
手
懸
け
ら
れ
て

き
た
城
戸
教
授
が
、
こ
れ
と
並
行
し
て
領
空
権
及
び
国
際
航
空
の
自
由
に
つ
き

大
学
の
研
究
雑
誌
そ
の
他
で
既
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
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る
。
教
授
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
は
、
既
に
『
宇
宙
法
の
基
本
問
題
』
（
昭
和

四
五
年
、
風
間
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
斯
学
に
お
け
る
教
授
の
今
日
も
な

お
一
貫
し
て
育
く
ま
れ
て
ぎ
た
問
題
意
識
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
本
書
の
構
成
は
、
　
「
空
域
主
権
」
の
成
立
過
程
と
そ
れ
に
直
接
関
連
す
る
間

題
を
取
扱
つ
た
部
分
、
言
い
換
え
れ
ば
空
域
と
い
う
「
場
」
そ
の
も
の
の
法
的

地
位
を
論
じ
て
い
る
部
分
と
、
空
域
の
「
利
用
」
に
関
す
る
部
分
と
に
大
要
二

つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一
章
（
空
域
の
法
的
地
位
に
関
す
る
学
説
）
、
第
二
章

（
8
一
島
①
韓
の
o
『
3
の
原
則
と
空
域
主
権
）
、
第
三
章
（
空
域
主
権
の
成
立
）
、

第
四
章
（
領
海
上
空
と
接
続
空
域
の
法
的
地
位
）
、
第
六
章
（
宇
宙
空
間
と
空

域
主
権
）
が
前
者
に
、
ま
た
第
五
章
（
国
際
航
空
の
自
由
と
空
域
主
権
）
が
後

者
に
各
々
包
括
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
に
若
干
新
し
く
加
筆
さ
れ

た
箇
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
最
近
の
国
際
民
間
航
空
の
発
展
に
つ
い

て
は
別
途
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
（
序
文
）
、
是
非
と
も
将
来
の

増
補
な
い
し
改
訂
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
宇
宙
空
間
の
法
的

地
位
を
扱
つ
た
第
六
章
の
組
み
方
が
、
直
前
の
第
五
章
の
流
れ
か
ら
す
る
と
途

切
れ
た
感
じ
を
受
け
な
い
で
も
な
い
が
、
空
間
の
利
用
に
対
す
る
教
授
の
深
い

洞
察
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
テ
ー
マ
と

の
関
連
で
樟
尾
を
飾
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
尚
、
本
書
は
、
本
文
四
五
七
頁
か

ら
成
り
、
巻
末
に
は
読
者
の
便
宜
を
図
る
べ
く
主
要
文
献
目
録
が
付
さ
れ
て
い

る
　
（
索
引
を
付
け
れ
ば
な
お
『
層
読
者
に
親
切
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
）
。

二

著
者
は
、
空
域
の
法
的
地
位
に
関
す
る
学
説
論
争
を
フ
ォ
ー
シ
ー
ユ
の
一
九

　
　
紹
介
と
批
評

○
一
年
の
論
文
「
空
域
と
航
空
機
の
法
的
地
位
」
を
出
発
点
と
し
て
考
察
し
、

第
一
次
大
戦
に
よ
り
中
断
さ
れ
る
ま
で
の
国
際
法
学
会
と
国
際
法
協
会
の
二
つ

の
学
会
の
一
連
の
討
議
経
過
か
ら
、
「
空
の
自
由
」
か
ら
「
空
の
主
権
説
」
へ

の
重
点
の
推
移
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
下
位
国
に
よ
る
空
の
領
有
可
能

性
の
点
で
基
本
的
に
対
置
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
説
は
、
自
由
説
に
立
脚
し
つ
』

下
位
国
の
安
全
上
そ
の
他
の
個
別
的
な
利
益
の
保
護
の
仕
方
に
よ
り
、
ま
た
主

権
説
を
前
提
と
し
て
航
空
機
に
よ
る
通
航
の
確
保
の
仕
方
に
よ
り
更
に
細
分
さ

れ
る
。
著
者
は
、
学
説
の
周
到
な
検
討
を
行
つ
た
上
、
リ
ク
ラ
マ
に
代
表
さ
れ

る
無
制
限
主
権
説
を
現
実
の
国
際
社
会
で
よ
り
実
行
可
能
な
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
ω
下
位
国
の
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
こ

と
、
＠
「
国
際
航
空
の
自
由
」
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
に
要

約
さ
れ
よ
う
。
航
空
機
の
発
達
（
気
球
↓
動
力
飛
行
）
に
伴
う
航
空
機
の
実
用
的

価
値
の
高
ま
る
中
で
、
全
体
と
し
て
主
権
説
に
傾
い
た
前
記
学
会
で
の
フ
ォ
ー

シ
ユ
ー
学
説
の
変
容
（
「
空
の
自
由
」
↓
「
国
際
航
空
の
自
由
」
）
は
、
こ
の
点
と
関

連
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
自
由
説
か
ら
主
権
説
へ
の
移
行
は
そ
の
後
の

国
家
実
行
と
し
て
立
証
さ
れ
て
い
く
が
、
著
者
の
学
説
評
価
の
態
度
は
あ
く
ま

で
均
衡
を
保
つ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
国
際
法
が
国
際
社
会
の
発
達
と
繁

栄
の
た
め
の
ル
ー
ル
で
あ
る
限
り
、
自
由
説
が
求
め
た
『
空
の
自
由
』
を
全
く

無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
空
域
の
法
的
地

位
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
に
せ
よ
、
自
由
説
が
よ
り
よ
い
と
し
た
理
由

が
国
際
社
会
の
現
状
に
お
い
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
、

そ
の
主
張
す
る
内
容
の
多
く
を
国
際
社
会
は
採
用
し
て
い
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
」

（
四
一
頁
）
と
の
主
張
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
　
「
今
世
紀
初
め
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
　
（
一
二
九
九
）
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紹
介
と
批
評

応
多
数
意
見
と
し
て
採
用
さ
れ
た
主
権
説
は
、
国
際
商
業
航
空
の
発
達
が
求
め

る
『
国
際
航
空
の
自
由
』
と
、
宇
宙
開
発
に
と
も
な
う
空
域
主
権
の
制
限
と
い

う
二
つ
の
側
面
か
ら
、
今
日
、
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
い
る
」

へ
四
『
頁
）
と
の
主
張
に
、
著
者
の
本
書
を
貫
く
基
本
的
立
場
を
読
み
取
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。

　
空
域
主
権
承
認
に
際
し
、
O
ε
島
。
緯
。
。
O
言
ヨ
の
原
則
（
「
土
地
所
有
者
に
は
土

地
の
上
は
天
空
ま
で
、
下
は
地
底
ま
で
が
所
属
す
る
」
の
法
格
言
）
が
屡
々
援
用
さ
れ

て
き
た
が
、
著
者
臓
こ
の
国
内
私
法
上
の
原
則
の
正
確
な
意
味
・
内
容
を
ロ
ー

マ
法
、
英
米
法
及
び
大
陸
法
を
例
証
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
の
原
則

を
国
際
法
へ
類
推
適
用
で
き
る
か
と
い
う
法
理
論
上
の
間
題
提
起
を
行
う
Q
ま

ず
、
・
ー
マ
法
は
、
土
地
所
有
権
の
上
空
支
配
が
、
建
物
の
維
持
、
樹
木
・
作

物
の
育
成
に
必
要
な
極
く
低
い
空
間
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
右
格
言

を
認
め
た
と
指
摘
さ
れ
、
合
わ
せ
て
ロ
ー
マ
法
に
存
在
し
な
い
こ
の
格
言
が
、

一
三
世
紀
註
釈
学
派
の
手
に
な
る
と
推
定
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
も
、
英
法
に

継
受
さ
れ
る
経
過
を
含
め
て
触
れ
ら
れ
る
。
更
に
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀

初
頭
に
至
る
英
米
の
各
種
判
例
、
就
中
、
不
法
侵
害
（
ト
レ
ス
パ
ス
）
や
ニ
ュ
ー

サ
ン
ス
の
訴
訟
理
論
及
び
救
済
方
法
に
関
る
訴
訟
並
び
に
大
陸
諸
国
の
判
例
・

制
定
法
を
取
上
げ
、
土
地
所
有
権
が
高
さ
に
制
限
さ
れ
ず
、
　
「
危
険
発
生
の
可

能
性
の
あ
る
限
り
の
空
間
、
土
地
所
有
者
の
利
益
を
保
護
す
る
に
必
要
な
限
り

の
空
間
」
（
八
六
頁
）
に
及
ぶ
と
い
う
意
味
で
、
近
代
法
で
も
右
格
言
が
妥
当
す

る
と
い
う
。
次
に
、
航
空
機
飛
行
の
自
由
と
の
関
連
で
、
欧
米
諸
国
の
制
定
法

（
航
空
法
）
が
、
（
既
往
の
相
隣
地
関
係
に
お
け
る
権
利
濫
用
の
禁
止
以
上
に
）
積
極
的

に
公
益
の
見
地
か
ら
私
有
地
上
空
の
絶
対
的
支
配
権
を
制
限
す
る
一
方
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　

（
＝
二
〇
〇
）

に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
種
々
の
地
上
損
害
に
対
し
無
過
失
責
任
原
則
に
基
く
賠

償
の
形
で
対
応
し
て
き
た
経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
法
格
言
の
意
義
・
内
容

の
か
か
る
時
代
的
制
約
に
照
ら
し
、
土
地
所
有
権
に
関
す
る
国
内
法
規
自
体
を

国
際
法
上
の
空
域
主
権
の
法
的
根
拠
と
す
る
説
に
反
論
さ
れ
（
こ
の
点
は
、
「
法

の
一
般
原
則
」
と
関
連
し
て
お
り
、
空
域
主
権
の
成
立
を
国
家
実
行
と
そ
れ
に
続
く
国
際

条
約
に
基
く
と
す
る
点
で
、
著
者
の
立
場
は
「
実
定
的
」
で
あ
る
）
か
つ
そ
の
類
推
適

用
の
不
合
理
さ
を
説
か
れ
る
。
類
推
適
用
が
可
能
な
の
は
む
し
ろ
宇
宙
飛
行
の

自
由
と
空
域
主
権
と
の
関
係
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
で
、
「
こ
れ
ま
で
国
内
法

と
は
相
違
し
た
法
体
系
と
み
ら
れ
て
き
た
国
際
法
は
、
か
な
り
の
程
度
、
国
内

法
に
似
て
く
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」
（
一
四
一
頁
）
と
予
測
さ
れ
る
。

　
空
域
主
権
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
九
年
に
至

る
十
年
間
を
最
も
重
要
な
時
期
と
さ
れ
る
。
最
初
の
国
際
会
議
と
し
て
歴
史
上

重
要
な
一
九
扁
○
年
の
パ
リ
国
際
航
空
会
議
の
失
敗
原
因
、
一
九
一
三
年
の
独

仏
協
定
の
意
義
、
第
一
次
大
戦
前
ま
で
の
各
国
国
内
法
を
取
上
げ
た
後
、
特
に

大
戦
中
の
中
立
国
と
交
戦
当
事
国
の
国
家
実
行
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
国

家
領
域
上
空
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
一
般
的
国
際
法
原
則
を
導
き
出
せ
な
い

と
し
て
も
、
　
「
種
々
の
点
で
空
域
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
国
際
法
規
の
成
立

に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
」
（
一
七
六
頁
）
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
九
年
の
パ
リ
国
際
航
空
条
約
第
一
条
に
よ
り
空
域
主

権
の
承
認
が
「
明
確
」
に
さ
れ
た
と
看
る
著
者
の
見
解
は
、
該
条
約
規
定
の
文

理
解
釈
か
ら
し
て
も
今
日
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　
完
全
か
つ
排
他
的
空
域
主
権
は
領
海
上
空
に
及
び
、
領
海
に
お
け
る
よ
う
な

無
害
通
航
制
度
は
実
定
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
著
者
は
領
海
制
度
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の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
平
時
外
国
航
空
機
に
領
海
上
空
の
無
害
通
航
制
度
を
認
め

る
べ
き
だ
と
の
立
法
論
を
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
理
論
面
で
は

領
土
と
領
海
各
々
に
対
す
る
領
有
権
の
内
容
の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
が
、
反

面
、
領
海
上
空
の
法
的
地
位
が
領
土
上
空
の
そ
れ
と
同
一
化
さ
れ
る
こ
と
で
、

領
海
幅
員
の
不
統
一
の
事
態
が
国
際
社
会
の
共
同
領
域
と
し
て
の
公
空
の
狭
隆

化
に
つ
な
が
る
と
の
著
者
の
懸
念
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
接
続
空
域
の
合
法
性
に
つ
い
て
は
、
接
続
水
域
上
空
の
法
的
地
位
と
米
国
・

カ
ナ
ダ
等
の
所
謂
A
D
I
Z
（
防
空
確
認
区
域
）
と
を
そ
の
妥
当
根
拠
別
に
各
々

検
討
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
接
続
水
域
に
関
す
る
海
洋
法
の
類
推
に
基

き
そ
の
上
空
に
も
沿
岸
国
に
一
定
の
管
轄
権
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
後

者
に
つ
い
て
は
、
平
時
の
設
定
の
根
拠
を
接
続
水
域
の
類
推
、
自
衛
権
・
自
存

権
に
置
く
こ
と
の
妥
当
性
を
一
応
は
排
除
さ
れ
つ
エ
、
ス
パ
イ
の
危
険
・
奇
襲

攻
撃
か
ら
の
「
無
害
性
の
保
証
」
を
得
る
た
め
に
は
公
海
上
空
の
外
国
機
に
位

置
報
告
・
自
己
確
認
義
務
を
負
わ
す
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
な
権
利
主
張
だ
と

は
言
え
な
い
、
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
限
定
的
管
轄
権
の
認
め
ら
れ
る
接

続
空
域
の
法
的
性
質
が
如
何
な
喝
も
の
か
（
管
轄
権
行
使
の
場
と
み
る
か
、
敵
対
性

を
推
定
さ
せ
ら
れ
る
防
空
上
の
声
明
区
域
ま
た
は
安
全
上
の
保
護
－
犯
罪
f
管
轄
区
域
と

み
る
か
）
は
明
ら
か
で
な
く
、
む
し
ろ
今
後
の
研
究
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
手
掛
り
と
し
て
、
　
「
問
題
の
是
非
は
そ
の
外
国
機
が
沿
岸
国
の
利
益
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
従
来
の
国
際

法
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
の
飛
行
位
置
如
何
で
飛
行
の
自
由
が
左
右
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
」
（
二
五
〇
頁
）
と
の
著
者
の
立
論
か
ら
は
、
管
轄
権
行
使
の
地
理

的
空
間
と
い
う
概
念
か
ら
一
応
離
れ
た
見
解
を
窺
わ
せ
る
が
、
航
空
機
の
有
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
ス
ピ
ー
ド
の
関
係
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
A
D
I
Z
規
則
の
「
飛
行
中
迎
撃
」
の

よ
う
に
沿
岸
国
法
益
の
侵
害
の
防
止
・
処
罰
の
手
段
が
船
舶
の
場
合
と
異
な
り

著
し
く
限
定
さ
れ
、
勢
い
撃
墜
を
含
む
実
力
措
置
に
及
ぶ
点
で
疑
問
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
同
様
の
理
由
か
ら
、
領
海
上
空
の
無
害
通
航
と
い
う
著
者
の
立

法
論
に
つ
い
て
も
疑
間
が
残
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
沿
岸
国
の
領
空
に
接
す
る

公
海
上
の
扁
定
区
域
に
通
常
の
航
空
交
通
の
安
全
以
外
の
目
的
で
何
等
か
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
す
も
の
だ
け
に
、
著
者
の
言
う
「
過
度
な
要
求
で
な
い
」

A
D
I
Z
規
則
の
認
定
手
段
を
国
際
法
上
如
何
に
確
保
し
て
い
く
か
に
つ
き
し

い
て
言
及
が
望
ま
れ
る
。

三

　
本
書
の
後
半
部
分
は
、
国
際
商
業
航
空
運
送
を
中
心
に
空
域
の
「
利
用
」
の

法
的
規
制
を
扱
う
と
同
時
に
宇
宙
活
動
に
伴
つ
て
生
ず
る
空
域
主
権
の
制
限
の

法
理
論
的
意
義
を
究
明
す
る
。

　
著
者
は
ま
ず
、
一
九
一
九
年
の
パ
リ
条
約
を
取
上
げ
、
国
際
航
空
の
自
由
に

関
連
す
る
諸
規
定
（
無
害
通
航
の
自
由
、
商
業
航
空
に
関
す
る
無
着
陸
飛
行
の
自
由
、

着
陸
の
自
由
、
ヵ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
の
禁
止
）
の
解
説
を
試
み
る
。
特
に
、
条
約
第
一
五

条
三
項
（
国
際
航
空
路
設
定
に
は
下
位
国
の
同
意
を
必
要
と
す
る
規
定
）
が
国
際
商
業

航
空
を
制
限
す
る
意
図
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
九
二
九
年

の
当
該
条
文
改
正
を
契
機
に
、
当
初
の
下
位
国
の
安
全
上
（
軍
事
上
）
の
考
慮
に

基
く
規
制
か
ら
徐
々
に
商
業
航
空
の
自
由
を
制
限
す
る
方
向
へ
と
変
化
し
、
国

際
商
業
航
空
の
政
治
的
経
済
的
利
害
関
係
が
重
要
視
さ
れ
る
に
至
つ
た
、
と
説

明
さ
れ
る
。
一
九
四
四
年
シ
カ
ゴ
国
際
民
間
航
空
条
約
に
つ
い
て
も
、
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　

（
一
三
〇
一
）
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紹
介
と
批
評

手
法
で
条
約
成
立
経
過
と
条
文
解
説
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
空
の
五
つ
の
自

由
、
就
中
、
第
五
の
自
由
に
つ
ぎ
国
家
問
の
合
意
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
背
景
を

知
る
上
で
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
第
七
条
（
ヵ
ポ
タ
ー
ジ
ュ
留
保
規
定
）

及
び
第
七
七
条
（
共
同
運
営
組
織
の
許
可
）
の
規
定
を
I
C
A
O
理
事
会
に
よ
る

そ
の
後
の
検
討
を
踏
ま
え
て
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
、
　
「
国
際
カ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
区

域
」
の
設
定
を
予
想
さ
れ
る
。
現
在
の
S
A
S
、
エ
ア
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
航
空

企
業
の
国
際
化
の
実
体
的
側
面
と
関
つ
て
お
り
、
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で

あ
ろ
う
◎

　
定
期
国
際
航
空
運
送
の
空
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
更
に
、
目
質
三
巨
。
邑
な

方
向
と
竃
讐
①
邑
な
方
向
を
取
上
げ
、
そ
の
問
題
点
と
現
状
を
探
る
o
シ
ヵ

ゴ
条
約
作
成
の
際
あ
る
い
は
シ
カ
ゴ
条
約
以
後
の
前
者
の
方
向
が
、
第
三
か
ら

第
五
の
自
由
の
運
輸
権
の
交
換
に
失
敗
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
個
別
国
家
の

複
雑
な
政
治
的
経
済
的
利
害
関
係
を
包
括
的
に
一
つ
の
条
約
に
ま
と
め
る
こ
と

が
困
難
で
あ
つ
た
こ
と
と
米
国
の
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
協
定
に
準
拠
し
た
二
国
間
協

定
指
向
を
挙
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
現
在
の
国
際
航
空
運
送
は
蜘
蛛
の

巣
状
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
二
国
間
協
定
に
基
い
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
の
モ

デ
ル
と
な
つ
た
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
協
定
の
輸
送
力
条
項
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

と
共
に
、
そ
の
後
の
英
米
を
中
心
と
す
る
航
空
政
策
に
つ
い
て
触
れ
、
各
国
の

多
様
な
利
害
の
た
め
に
必
ず
し
も
バ
ー
ミ
ュ
ー
ダ
原
則
に
基
か
な
い
協
定
の
存

在
を
示
さ
れ
る
。
輸
送
力
規
制
の
方
法
及
び
基
準
は
、
運
賃
決
定
方
式
と
合
わ

せ
て
、
商
業
航
空
の
「
空
の
自
由
」
の
実
体
面
に
関
係
す
る
だ
け
に
重
要
な
規

定
で
あ
る
。

　
不
定
期
国
際
航
空
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
が
各
国
の
一
方
的
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
喘
六
　

（
＝
二
〇
二
）

量
権
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
裁
量
権
の
範
囲
に
「
事
前

の
許
可
」
が
含
ま
れ
る
か
否
か
の
問
題
は
シ
カ
ゴ
条
約
第
五
条
第
二
項
但
書
き

の
解
釈
上
争
わ
れ
た
点
で
あ
る
が
、
国
家
実
行
と
し
て
そ
れ
が
含
ま
れ
る
結
果

に
な
つ
た
と
説
明
さ
れ
る
Q
ま
た
、
不
定
期
飛
行
の
自
由
に
つ
き
、
　
「
各
国
の

国
内
市
場
に
お
け
る
自
由
化
と
国
際
航
空
市
場
に
お
け
る
そ
れ
と
が
、
し
ば
し

ば
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
（
三
六
八
頁
）
と
の
理
解
に
基

き
、
チ
ャ
ー
タ
ー
に
関
す
る
国
内
規
則
と
国
際
的
規
制
の
両
面
か
ら
ア
プ
・
ー

チ
さ
れ
る
。
米
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
大
西
洋
路
線
に
お
い
て
、
対
抗
的

に
チ
ャ
ー
タ
ー
規
則
を
自
由
化
し
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
つ
て
、
旅
行
団
体
貸

切
飛
行
（
T
G
C
）
、
前
払
い
予
約
貸
切
飛
行
（
A
B
C
）
等
の
非
同
類
貸
切
飛
行

を
認
可
す
る
一
方
、
定
期
航
空
会
社
も
一
部
貸
切
飛
行
の
導
入
に
よ
つ
て
こ
れ

に
対
応
し
た
背
景
。
更
に
、
国
際
航
空
運
送
協
会
（
I
A
T
A
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

民
間
航
空
会
議
（
E
C
A
C
）
の
対
応
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
自
由
化
は
せ
い
ぜ
い
特
定
国
家
間
で
の
制
限
緩
和
で
あ

り
、
な
お
多
数
の
諸
国
が
外
国
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
に
厳
し
い
制
限
措
置
を
課
し

て
い
る
実
状
を
一
覧
表
を
も
と
に
示
さ
れ
る
。
か
か
る
国
際
航
空
の
自
由
に
対

す
る
種
々
の
理
由
に
よ
る
制
限
は
、
国
家
の
地
位
に
大
き
な
変
化
が
な
い
限
り

大
幅
に
解
除
さ
れ
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
の
見
通
し
に
立
た
れ
た
後
、
著
老
は
、

長
期
的
視
野
か
ら
貿
易
・
金
融
な
ど
の
国
際
経
済
分
野
に
お
け
る
保
護
障
壁
撤

廃
の
努
力
の
実
現
を
国
際
商
業
航
空
の
分
野
に
も
期
待
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま

た
、
　
「
空
の
自
由
」
に
対
す
る
著
者
の
並
々
な
ら
澱
抱
懐
を
推
測
し
得
る
。

　
最
後
に
、
宇
宙
活
動
に
伴
う
空
域
主
権
の
制
限
を
扱
う
。
著
者
は
、
空
域
主

権
の
理
論
的
根
拠
と
な
つ
た
「
地
球
引
力
に
よ
る
危
険
」
、
「
視
野
か
ら
く
る
危
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険
」
（
軍
事
機
密
の
ス
バ
イ
）
、
　
「
奇
襲
攻
撃
の
危
険
」
か
ら
の
下
位
国
の
安
全
確

保
や
経
済
的
利
益
の
保
護
が
、
［
宇
宙
活
動
の
特
殊
性
か
ら
見
て
、
空
域
主
権

の
宇
宙
空
間
へ
の
立
体
的
適
用
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
、
宇
宙
飛

行
の
全
面
禁
止
か
宇
宙
飛
行
の
自
由
を
認
め
た
空
域
主
権
の
制
限
の
容
認
か
の

二
者
択
扁
を
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
言
う
。
今
日
の
国
家
実
行
は
宇
宙
飛
行
の

自
由
を
認
め
る
方
向
で
あ
り
、
空
域
主
権
は
そ
れ
故
あ
る
種
の
制
限
を
受
け
て

い
る
。
こ
う
し
た
制
限
を
、
著
者
は
田
岡
教
授
の
用
語
法
に
倣
つ
て
、
量
的

（
画
定
理
論
）
及
び
質
的
（
機
能
主
義
）
制
限
と
し
て
性
格
づ
け
、
合
わ
せ
て
国

連
宇
宙
空
間
平
和
利
用
特
別
委
員
会
に
よ
る
「
宇
宙
空
間
」
（
o
暮
R
の
冨
8
）

の
定
義
・
範
囲
を
め
ぐ
る
討
議
内
容
を
紹
介
さ
れ
る
。
機
能
主
義
の
立
場
が
、

「
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
い
法
の
形
式
」
（
四
五
一
頁
）
で
あ
り
、
「
下

位
国
の
利
害
に
十
分
配
慮
し
た
法
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
定
化
さ
れ
て
ゆ
く

の
か
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
」
（
四
五
一
頁
）
と
し
て
い
る
点
で
、

宇
宙
活
動
の
現
状
に
即
し
た
機
能
主
義
の
立
場
を
支
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
を
試
み
る
こ
と
は
、
本
書
の
書
評
の
域
を
越

え
る
も
の
で
正
当
で
は
な
か
ろ
う
。
質
的
制
限
が
、
　
「
宇
宙
飛
行
を
可
能
に
す

る
た
め
に
、
や
む
を
え
ず
と
ら
れ
た
措
置
」
（
四
五
六
頁
）
だ
け
に
、
こ
の
問
題

は
、
静
止
衛
星
軌
道
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
い
る
宇
宙
条
約
（
一
九

六
七
年
）
の
「
基
本
的
認
識
」
と
密
接
に
関
つ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
止

め
た
い
。

四

以
上
、
私
な
り
に
目
鼻
立
ち
を
つ
け
て
本
書
の
紹
介
に
代
え
さ
せ
て
頂
い

　
　
紹
介
と
批
評

た
。
本
書
は
、
言
わ
ば
、
航
空
法
の
分
野
に
お
け
る
国
際
法
学
か
ら
の
接
近
法

に
よ
る
一
般
理
論
構
築
の
試
み
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
体
系
的
書
物
が
比
較
的

少
な
い
国
内
に
お
い
て
は
特
に
、
研
究
者
に
も
実
務
家
に
も
基
本
的
文
献
と
し

て
貴
重
な
書
と
な
つ
て
い
る
。
　
「
空
の
自
由
」
に
対
す
る
著
者
の
知
見
も
随
所

に
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
意
義
内
容
を
歴
史
的
考
察
の
中
か
ら
明

ら
か
に
さ
れ
る
分
析
の
手
際
は
、
田
岡
博
士
の
学
恩
を
久
し
く
受
け
た
著
者
な

ら
で
は
で
あ
ろ
う
。
国
際
商
業
航
空
運
送
に
関
す
る
二
国
間
協
定
、
地
域
的
協

定
の
原
資
料
を
入
手
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
困
難

に
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
分
析
評
価
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
文
献
の
丹
念
な

フ
ォ
ロ
ー
に
よ
る
著
者
の
地
道
な
研
究
方
法
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
国
際

商
業
航
空
運
送
に
お
け
る
新
局
面
を
ど
の
よ
う
に
分
析
評
価
さ
れ
る
か
、
将
来

の
執
筆
が
待
た
れ
る
所
似
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
風
間
書
房
刊
・
昭
和
五
六
年
・
A
5
・
四
七
一
頁
・
｝
一
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
田
　
祐
卓

一
七
　

（
＝
二
〇
三
）
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